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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
の
照
合
作
業
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
〇
三
号
）
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
平
成
二

十
年
三
月
ま
で
を
目
途
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
は
、
国
民
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
の
受
給
権
者
又
は
被
保
険
者

に
係
る
記
録
と
基
礎
年
金
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
又
は
基
礎
年
金
番
号
に
統
合
さ
れ
て
い
な
い
年
金
手
帳
記
号
番
号
に
係

る
記
録
と
を
、
当
該
受
給
権
者
等
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
等
の
情
報
を
用
い
て
突
合
せ
、
双
方
の
記
録
が
結
び
付
く

可
能
性
の
あ
る
も
の
を
特
定
す
る
作
業
（
以
下
「
名
寄
せ
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
結
果
、
基
礎
年
金
番
号
に
結
び
付
く
可

能
性
が
あ
る
方
に
対
し
、
そ
の
旨
と
加
入
履
歴
等
を
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
（
以
下
「
加
入
履
歴
等
通
知
」
と
い
う
。
）
で
あ

る
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
平
成
二
十
年
三
月
ま
で
を
目
途
に
名
寄
せ
及
び
加
入
履
歴
等
通
知
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
名
寄
せ
だ

け
で
は
基
礎
年
金
番
号
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
記
録
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
当
該
記
録
の
内
容
を
解
明
し
た
上
で
、

必
要
な
対
策
を
実
施
し
、
で
き
る
限
り
基
礎
年
金
番
号
に
記
録
を
結
び
付
け
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
取
組
に

一



つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
四
月
以
降
も
引
き
続
き
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
�
添
厚
生
労
働
大

臣
及
び
町
村
内
閣
官
房
長
官
の
理
解
は
共
通
の
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


